
伊丹市福祉対策審議会・伊丹市学校教育審議会 

第３回合同部会 議事録 

 

【開催日時】 平成１９年５月３１日（木）午後４時～午後６時 

【開催場所】 伊丹市中央公民館 ２階 講義室Ａ 

【出席委員】 松原部会長、国家副部会長、戸江委員、原田（賀代子）委員、原田（智惠子）委

員、萬束委員、芝野委員、中尾委員、中野委員、塚本委員 

【欠席委員】 なし 

【署名委員】 萬束委員、中野委員 

【事 務 局】 ＜市長部局＞ こども部長、こども室長、こども企画課長、他 

＜教育委員会事務局＞ 教育次長、管理部副参事、学校教育担当主幹、他 

【出 席 者】 関係職員 約３０名 

【傍 聴 者】  ４名  

【議事内容】 「幼稚園・保育所・在宅子育てにおける課題などⅡ」 

 

○事務局     

 只今から、第３回伊丹市福祉対策審議会伊丹市学校教育審議会合同部会を開催させていた

だきます。まず、資料の確認をさせていただきます。（資料確認）お手元にございますでしょ

うか。本日の会議につきましては、議事録作成上、ご発言の際にはマイクをご使用いただき

ますことと、録音させていただきますことにご了解下さいますよう、よろしくお願い申し上

げます。それでは松原会長よろしくお願いいたします。 

○松原会長    

 みなさん、お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございます。今日は芝野委員も

ご出席ということで、全員参加ということです。実りある議論をしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。午後６時終了予定になっておりますが、都合によっては早くな

れば、５時 40 分ぐらいで終了させていただきますのでご協力よろしくお願いします。それで

は、出席状況をよろしくお願いします。 

○事務局     

 本日の出席状況でございますが、全員出席でございます。また、傍聴人につきましては、

４名の方が傍聴されております。以上です。 

○松原会長    

 会議録につきまして、伊丹市審議会等会議の公開に関する指針において、会長が作成する

ことになっております。今回の議事録の署名人は萬束委員と中野委員にお願いしたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。前回に続きまして、「幼稚園・保育所・在宅子育て

における課題などⅡ」ということで、２回目、たたき台も用意していただいておりますので、

議論したいと思います。前回からのご要望で、この前のことをもっと詳しくということで、

議題に入る前に資料のご説明を事務局からしていただきたいと思います。 
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○事務局 

 それでは資料番号１２を開いていただけますでしょうか。平成１９年４月１日現在におけ

る全国の認定こども園の一覧です。ご覧のとおりでございますが、全国で９４の認定こども

園がスタートしております。数としては非常に少ないかなと思います。また都道府県では、

全く認定こども園がないところが、１７ヵ所あります。近畿７府県では、兵庫県が１２ヵ所

と一番多く、大阪府と滋賀県で各１ヵ所づつ、その他についてはゼロという状況でございま

す。この実態からいたしますと、地域ごとでの認定に向けての課題や、あり方について、各

県ごと、あるいは市町ごとにそれぞれ何らかの理由があると思われます。また、後程説明を

させていただきますけれども、各市町におきましては独自に幼保連携に取り組まれており、

認定こども園になってないという例もございました。 

次に兵庫県の１２施設の紹介でございます。上から申請順ということで並んでおりますが、

類型ごとに説明させていただきますと、一番上の幼保連携型の認定こども園が朝来市立寺内

幼稚園と寺内保育所が連携したタイプでございます。こちらは園児数が８０人と非常に少な

くなっております。朝来市では和田山町ほか、何町かの合併で、朝来市が誕生いたしました

時に、中小の幼稚園、保育所が存在しておりまして、中には幼稚園では５歳児のみしか預か

っておらず、園児数も若干名という幼稚園もあると聞いております。保育所と若干名の幼稚

園が統廃合も含めながら連携をされたと聞いております。こちらは元々、幼稚園と保育所の

大規模施設の幼保連携型ではなく、過疎地タイプの連携ではないかと思われます。 

同じように、認定こども園３つが保育所型となっておりまして、丹波市、龍野市、姫路市

とありまして、上の２つ、よしみ保育園とまあや保育園については過疎地型の保育所が幼稚

園機能をつけた認定こども園であると推測されます。はぎ保育園につきましては、これまで、

認可の保育所と無認可の施設が併設されていたと聞いております。どちらも規模的には大き

かったようで、保育所が２４０名程度、認可外が８０名程度の子どもさんがいらっしゃった

ようで、この認定こども園の制度ができました時に、保育所の認可を受けてていた所も含め

て、認可を取りなおしまして、新たに認定こども園になられたということです。場所は姫路

の北部の方ですので、田園風景が広がるようなところがホームページに載っておりました。

これが上の４つです。 

下の部分に８園ありますけれども、いずれも、この８園につきましては、学校法人の私立

幼稚園が幼稚園型の認定こども園を申請されたケースで、認定を受けられています。いずれ

も都市部においてでございます。すでに私立幼稚園の方では預かり保育を実施されており、

それが長時間保育に該当しておりまして、その年に３歳になる子どもさんがいらっしゃるよ

うな所が、認定こども園の申請をされていると聞いております。この中には伊丹市の幼稚園

も１つ含まれております。これが兵庫県の１２施設の紹介です。 

次に A３サイズの「認定基準の概要」を開いていただけますでしょうか。前回、認定こど

も園の説明を国と県の各パンフレットで説明させていただきましたが、今回は兵庫県の細か

い基準につきまして、この資料で説明をさせていただきたいと思います。この大きな表です

けれども、縦列に認定基準の項目、対象児童や職員配置、横に左側が国の基準、中央が県の

基準、右側が県の特徴的な考え方について記載されております。黒い網掛けがされておりま
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す部分が、国と違う県の特徴が記されているところで、そのいくつかを紹介させていただき

たいと思います。 

初めに対象児童のところで、対象児童と国の基準がぶつかるところをご覧いただきたいの

ですが、国の方では０歳～２歳児と３歳～５歳児で、０～２歳は保育に欠ける子ども、３歳

～５歳児になって、保育に欠ける子どもと保育に欠けない子どもというようなことになって

おります。従いまして、３歳～５歳児までが就労の有無に関わらず、預かるという形になっ

ており、県の基準では０歳～２歳のところも保育に欠ける子どもに加え、保育に欠けない子

どもを受け入れるということです。兵庫県は０歳から５歳まで、就労の有無に関わらず受け

入れることが特徴となっております。それらが右側のすべての０歳～５歳児の子どもの受け

入れということで、記載されております。 

職員配置のところを見ていただきますと、国は幼保連携型、３５人につき１人というのが

３歳～５歳児、すべてこのようになっておりますが、県は独自基準としまして、４歳～５歳

児については３５人に１人ですが、３歳児につきましては２５人につき１人となっておりま

す。 

その他、調理室のところで県の独自基準が書かれておりますが、国の方ではすべて調理室、

保育所基準は必置となっておりますところが、県の独自基準では、若干の緩和内容になって

おります。 

次に「県の認定基準に基づく利用のイメージ」を見ていただきますでしょうか。これまで

認定こども園には４つの類型があるという説明をさせていただきました。復習になりますが、

認可の幼稚園と保育所が幼保連携するタイプ、幼稚園が保育所機能を付けるタイプ、保育所

が幼稚園機能を付けるタイプ、いずれもの認可外が地方裁量型として、幼稚園機能と保育所

機能を付けるタイプの４つあるということを説明いたしましたが、このイメージ図で、もう

一度説明させていただきます。 

１ページの幼保連携型にはパターンが２つございまして、パターン１の方を説明させてい

ただきます。左側が国基準、右側が県基準でございます。国基準も県基準もいずれも幼稚園

と保育所の間に、縦に線が入っておりまして、保育所が縦の長四角、幼稚園が正方的な形に

なっております。それから県の基準の方には保育に欠けない０～２歳の子どもということで、

点線で囲まれた四角形で、この部分が兵庫県の特徴である０～２歳の保育に欠けない子ども

も受け入れるということでございます。こちらのパターン１では０歳～５歳まで、長時間預

かる子どもにつきましては保育所に所属し、３歳～５歳までの幼稚園児は、短時間の利用者

が幼稚園に所属するイメージとなっているものがパターン１でございます。くり返しになり

ますが、保育に欠けない０歳～２歳の子どもを県基準では受け入れるということになってお

りますので、幼保連携型という両方認可を受けているパターンであるにも関わらず、この保

育に欠けない子どもを受け入れるということで、大きな括弧で特定認可外施設ということが

書いてあります。ここは通常認可の保育所ですと、０歳～２歳の保育に欠けない子どもを受

けることはできませんので、幼保連携でありながら、このような保育に欠けない子どもを受

けるために認可外の保育施設が施設内に存在するということになります。 

２ページを開いていただきますでしょうか、こちらも同じ幼保連携型でございまして、先
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ほどとの違いは線が横に入っている３歳～５歳のところはすべて幼稚園に所属するというの

がパターン２でございまして、保育所では０歳～２歳児を預かり、３歳になりますと、短時

間も長時間の子も、幼稚園の方に所属する形でございます。また、先ほどと同様に保育に欠

けない０歳～２歳の子どもは特定認可外施設として、同じ施設の中でお預かりするというこ

とがパターン２でございます。これが幼保連携型の２種類でございます。 

次に３ページを開いていただけますでしょうか、これは幼稚園型でございまして、認可の

幼稚園が認可外の保育施設を付加することによって、認定こども園になるパターンですけれ

ども、こちらは先ほど保育所と書いてありましたところが、認可外保育施設という言葉に変

わっております。ここは保育所ではございません。認可外の保育施設を付加してして、０歳

～５歳までの子どもを全て受けるということで、県基準では保育に欠けないということにな

ります。先ほど点線で囲まれた四角の絵で書いてありましたが、今回は認可外保育施設が保

育機能部分ですので、この認可外保育施設の中で保育に欠ける子も欠けない子も０歳～５歳

まで受け入れるというのが、この幼稚園型のタイプです。 

４ページを開いていただけますでしょうか、こちらも同じ幼稚園型でございますが、先ほ

どのパターンと違いますのが、３歳児のところの部分に線が入っているところです。３歳～

５歳までの保育に欠ける、欠けない子どものいずれも幼稚園で預かり、０歳～２歳の保育に

欠ける、欠けない子どもについては保育所ではない保育所機能を持っている認可外保育施設

を併設して、預かるという形が幼稚園型でございます。私立幼稚園におきまして、全国的な

認定こども園の認定の中でこのタイプがいくつかあることを県の方から聞いております。パ

ターン２は以上です。 

次は保育所型ですけれども、保育所型につきましては、前回も都市部の方では待機児童が

発生しており、難しいと説明させていただいたところですけれども、幼稚園ではない認可の

保育所が、幼稚園機能を付加して、認定こども園になることです。今度は右側の白色部分が

保育所になっておりますので、保育に欠けない子どもを受けるために先ほどの幼保連携型の

ように、右側に点線の囲みがありまして、０～２歳の子どもを受けるために特定認可外の保

育施設がこの保育所型の中に存在する形になります。これが保育所型です。 

最後が準保育所型です。国のパンフレットでは地方裁量型と書いてありましたが、県では

準保育所型としております。国基準、県基準におきましても、四角は同じような形になって

おりますが、幼稚園も保育所もそれぞれ機能となっておりますので、どちらも認可の幼稚園

でも保育所でもないということです。０歳～５歳まで、認可外の幼稚園機能と保育所機能で、

子どもを預かるパターンでございます。 

最後になりますが、本日、机上にお配りさせていただきました資料で、A３の「類型別認定

こども園の現行支援状況」をお開きいただきますでしょうか。 

こちらは認定こども園に対する補助の形というものが一覧表で載っております。網掛けの

部分については元々の幼稚園や保育所に対する運営費であるとか、私立学校計上費補助金で

あるとか、元々の制度に対する保障が記載されております。認定こども園になる事によって

出る補助ではございません。 

一方、白地に黒字で書かれております部分が元々補助がない部分で、そこに県の補助がい
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くらあるのかということです。また、今まで認定こども園の類型は４つあるということを説

明させていただきましたが、地方裁量型はこの支援状況の中にないのは、地方裁量型には一

切、元々の補助もございませんし、認定こども園になった場合の県の補助もないということ

で、類型は３パターンしか載っておりません。 

○松原会長    

 申し訳ないのですが、この審議会であまりここの部分を、こと細かく説明する必要がない

と思いますのでもう少し簡単にお願い出来ますでしょうか。 

○事務局     

 それでは１点だけ説明させて下さい。幼保連携型は大前提として、国が推奨していると聞

いておりますが、幼保連携型は黒い部分が多くありますのは、元々の法律や国県の補助が付

いている部分でございます。特に０歳児をご覧いただきまして、１５万１千７３０円が国１

／２、県１／４、市町１／４と書いてあります。合わせて１５万１千７３０円の補助が元々

の保育所にはある。しかし白地の部分、これは幼稚園型のところだけでいきますけれども、

こちら３万７千９３３円、県部分の１／４補助部分だけがあるのが書いておりまして、※マ

ークで１０人を限度に上限を設定しております。左側網掛け部分には、人数の上限等はござ

いません。以上、支援状況の説明を終わらせていただきます。 

また、この支援状況から出てくるような課題ではないですけれども、認定こども園という

のは利用者と施設が直接に契約すること、これは今までの保育所にはない考え方であり、保

育料を施設が決定するということです。各地域ごとに保育所のしくみ、課題について、今検

討している状況ではないかと思いますが、あくまでも認定こども園というのは、施設に対す

る考え方ではないかなという説明をさせていただいておりますが、合同部会におきましては、

次に説明をさせていただきます全体的な連携シートも考えていただきながら、進めていただ

きたいと思います。以上です。 

○松原会長    

 認定こども園の状況ということで、説明していただきましたけれども、どちらかというと

後半の部分は幼稚園や保育所経営者にとっても、どのような結論なるのかということに関し

て、大変重要な意味を持つデータだと思います。認定こども園になったら、どのようなタイ

プがあって、スタートがどうなるか、経営や財源がどうなるかという説明もありました。 

その中で一番注目すべきは、認定こども園の数が思ったより少ないということです。兵庫

県が認定こども園の数が多い理由としては、過疎地において統廃合という形で認定こども園

を選択したということと、都市部においては私立幼稚園がサバイバルをかけて、認定子ども

園を選択するという方法を取ったと理解をしました。 

伊丹では認定こども園は１園だけが手を挙げられたということですよね。そういうことで、

認定こども園が、いろいろな憶測や期待をもっていたのですが、今のところはこういった現

状で、経営者も偏った類型のところが、過疎地とか都市部の私立幼稚園とかが手を挙げる可

能性があるだろうというよみができるのかなと思います。それではご意見、ご質問を承りた

いと思いますので、今の説明に対して、ご意見だけでも結構ですのでいかがでしょうか。 

○塚本委員    
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 認定基準の概要のところで、認可基準の保育所の基準と幼稚園の基準で、同じでない部分

があると思うのですが、例えば３歳児の職員配置で、保育所基準でしたら２０人につき１人、

幼稚園基準だったら県でしたら２５人つき１人、そういう場合は、どちらに合わせるのでし

ょうか。高い方に合わせるのでしょうか。それを教えていただきたいのですが。 

○事務局     

 具体的な細かな部分について、本日、実は説明会を聞きに行っておりまして、次回、お答

えさせていただきたいと思います。 

○松原会長 

 今日、行っているのですね。どおりで細かな説明だと思いました。わかりました。また、

ありましたらということで、これは本題ではありませんので、認定こども園はもっとデータ

を出してほしいというご意見が委員の方からございましたので、その宿題をやらせてもらっ

たと。議題として皆さんからありましたら、ふれさせていただきますけれども、議事の本題

に入りまして、資料１１で委員の皆さんからたくさん意見を出していただきましたものを、

事務局がこういう形でまとめましたので、それをご紹介いただきたいと思います。 

○事務局     

 それでは、事前にお配りしております資料１１「幼稚園・保育所・在宅の連携整理シート」

をご覧いただきますでしょうか。こちらの資料は前回お渡しいたしました資料１１に、前回

委員の皆様からいただきました意見と、後日数名の委員からいただきました意見を追加し、

さらに幼稚園、保育所、在宅、地域において「何が欠けているか」と「よって何が望ましい

か」を含めまして、まとめさせていただいた連携整理シートになっております。前回、欠席

されていた委員もいらっしゃいますので、このシートの簡単な説明をさせていただきますと、

幼稚園、保育所、在宅、地域、小学校などがそれぞれ連携していくために、この上段の部分

が主になると考えた場合に、実際にそれぞれ下の部分で、「何があるのか」あるいは「何がで

きるのか」など現状を踏まえて、これまでの委員の方から出していただいたご意見を元に整

理させていただきましたものです。今回の連携整理シートには前回のご意見と後日いただき

ましたご意見を一番下段の部分の「よって、何が望ましいか」の部分に追加をさせていただ

きました。まず、その「よって、何が望ましいか」の部分につきまして、大きく３点にまと

めさせていただきました。 

まず、１つ目といたしましては、その項目の１番上ですが、「より身近な場所での遊び場や

子育てや相談等の開発など」です。現状の部分でも、各種の広場事業やむっくむっくルーム

などの遊び場がありますが、それらを充実させていくと共に、今後、さらにプレイパークな

どを含めた遊び場や幼稚園における空き教室の利活用、子育て相談、さらには安全面を含め

た環境の整備が必要であるということでした。 

２つ目は多種多様化する様々なニーズに応えていくためには「公設公営ですべてできる訳

ではないので、地域の力、民間の力などを利用しながら、保護者の選択肢を増やし、どこま

でニーズに合ったものがつくれるか」ということです。現在でも地域における自治体活動を

通じて、見守り事業や安全活動が行われていますが、それらをさらに幼稚園や小学校、在宅

の部分にまで広げ、地域が主体のみんなの広場を開設することや、こんにちは赤ちゃん事業
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が開始されることなどにより、地域の連携や地域力、家庭力の再生などが望まれているとい

うことです。また、民間の活力といたしましては、第一回目に説明させていただきました、

資料６の私立保育所による一時保育や休日保育の実施、また私立幼稚園における３年保育や

預かり保育の実施、さらには先ほど会長からもご紹介をいただきました認定こども園の取り

組みなどが現在の代表的なものといえます。今後さらに利用者の選択肢の幅を増やすために、

適切な情報発信やニーズをうまく結びつけるコーディネーターや地域のニーズを拾うリーダ

ーの育成、また、ニーズに沿った制度作りが必要であり、保育所や幼稚園だけの問題ではな

いということでした。 

次に３つ目といたしまして、「幼稚園、保育所、小学校、中学校等も含めました連携のため

の連絡会や組織等の設置について」です。こちらは連携シート中のたくさんの項目におきま

して、交流という言葉が多く入っていることからもわかるように、幼稚園、保育所、在宅、

地域、小学校の交流はもちろんのことですけれども、０歳から６歳までのつながりをスムー

ズにする工夫が必要であり、供給する側の理論だけではなく、トータル的に子どもの視点に

立って見ていく必要性があるということでした。また、伊丹市の子ども、乳幼児の利益を子

ども中心に考える時に、制度的には幼稚園、保育所は何らかの形できちんとした形で連携す

ることが望まれており、子どもの豊かな体験や経験を導いていくために、活性化していくよ

うな手法、例えば子ども同士の交流などを含んだ幼稚園、保育所、小学校などの連絡会や協

議組織等の設置が必要ではないか、ということでございました。連携整理シートについては

以上です。 

次に参考資料６「安東幼保園」をご覧下さい。こちらの資料は前回、中尾委員から静岡市

にある施設をご紹介いただきましたので、今回こちらの資料を用意させていただきました。 

まず、概要の３ページをご覧下さい。安東幼保園は公立の保育所と幼稚園が一緒になった

ものです。その経緯といたしましては、社会環境の変化などにより、様々なニーズがあった

ことから、それに応えるために平成８年度から幼稚園教諭による、３歳児保育の研究に合わ

せて、市立の幼稚園、保育園長等の委員を中心とした研究会を立ち上げ、平成１２年度から

研究を開始されました。その中で研究を進め、平成１７年４月１日に安東幼保園が開設され

ました。 

安東幼保園の基本理念といたしましては、「子どもに軸足を置いた幼稚園と保育所の新し

い関係づくりが定義となっている」ということ、「幼稚園と保育所それぞれの良さを取り入れ

た新しい教育家庭を編成し、一元化を図るという目的がある」ということ、それから「短時

間保育児と長時間保育児ともに共通の教育過程により保育を展開して、新たな幼児教育の研

究実践を進める。」といった３つの考え方が安東幼保園の基本となっています。 

次に、概要の５ページをご覧になって下さい。「園の概要」ですが、園児の定員のところを

見ていただきますと、３歳・４歳・５歳児だけになっており、０～２歳児はこの中には入っ

ていないという特徴がございます。また、幼保園の開設までに年数が非常にかかっていると

いう部分につきましても参考になさっていただきたいと思います。事務局からの説明は以上

です。 

○松原会長 

 - 7 - 



 先ほど説明した「認定こども園」とこれを皆さん混同されるかもしれないので、ちょっと

その違いにもふれていただけますか。 

○事務局     

 兵庫県の認定こども園の基準は０歳から５歳までの保育に欠ける・欠けない子どものすべ

てを受け入れるということがまず１つと、安東幼保園の場合、元々の認可保育所と認可幼稚

園ですので、保育に欠ける児童については児童福祉法を遵守し、入所についても保育課に申

し込みをした上で、入所順位を整理しながら、入っていただくなど、認可保育所のルールが

あります。 

幼保園のままですと保育所の部分には直接契約はありませんので、市の保育行政の中で、そ

の保育所部分の措置をするということになります。保育料についても、公立と同じ金額が設

定されますが、認定こども園の場合でしたら直接契約になりますので、私立の認定こども園

の場合、保育料についても公立との料金の違いが生じることが起こり得るということが、幼

保園と認定こども園の違いであると思われます。 

○松原会長    

 はい、ありがとうございました。中尾委員からこのご紹介をいただきましたので、補足説

明か何かございませんか。 

○中尾委員 

 今、違いのことをおっしゃっていただきまたよね。私は昨年、安東幼保園に行ってきまし

て、何が魅力的かと申しますと、現在やっている公立幼稚園の今まで培ってきた保育をその

まま活かせるのではないかというところが魅力だったことです。それから保育所部分で就労

の有無に関わらず、子ども達が入所できること。前回に言いましたように、幼稚園が終わっ

た後の子ども達の生活について、私はとても心配しておりましたので、そのようなことも、

幼保園ではできるのではないかと。それに合わせて質問させていただいてよろしいですか。

兵庫県の認定こども園の中で、朝来市の設置者が市長さんになっていますが、この認定こど

も園については、他の保育所と同じ規定になるのか、それはどうなるのでしょうか。それと

も過疎地ですから、他には幼稚園や保育所がないのでしょうか。 

○事務局     

 公立で幼保連携型をされていますので、他の保育所と同じではないかと思います。本日あ

りました説明会の内容を報告させていただきますと、合併後の市なのですが、市内全域での

認定こども園化を図られています。その前提には幼稚園児が５歳児で、２・３名しかいない

実態があって、ここには統廃合という言葉が書かれておりませんが、何町かが合併によって、

認定こども園を選択したことが本日の資料で報告されています。他の園についてもそのよう

な形で取り組むということです。 

○松原会長    

 参考資料６と資料１１に戻りたいのですが、取り分け資料１１が今日のメインになってお

ります。幼稚園、保育所、在宅、小学校、地域がどのような形で連携していくのか、そのた

めには何が必要なのかということで、ある程度、下に書いてありますように、ご意見を出し

ていただいてきましたが、さらに加えたり、もう少し具体的にとか、あるいはこれをするた
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めにはこんな法則があるのではないかと、そういうアイデア、ご提案、ご助言を含めまして

ご意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。 

○芝野委員    

 まとめていただいた、最後の３つのまとめ方ですね、これはそのような形になるのかと思

います。一番目の何があるかという現状の分析のところで、空白の部分はこれは意見が出て

こなかったということですか。それともなかったということですか。 

○事務局 

 そうですね、委員のご意見をまとめたものになっておりますので、実際にはあるのですけ

れども、代表的なご意見だけを明記したことから、若干空白になっている部分がございます。 

○松原会長 

 それでは具体的に、どの辺があるのか具体例がありましら、教えていただけますか。 

○事務局 

 現状の何があるかの部分で説明しますと、例えば地域が幼稚園と保育所に対して、何が出

来るかという所では、民生児童委員さんの活動であるとか、地域の自治会の活動であるとか、

そういった部分について幼稚園や保育所に対して、各種イベントなど行われていることがた

くさんあると思われますが、それらについては、この中には掲げておりません。 

○芝野委員    

 現状、何があるかが空欄で、何ができるかも空欄ということになると、どうしようもない

のかなという意味で解釈するのかなと思ったのですが、この中では、そういう意見が出てこ

なかったということですね。全体の細かいところは、ここにたくさんのお考えが出てきてい

るということで、理解させていただきました。 

そして一番下の３つの分類の仕方ですけども、新しい形として出てきたものを、１と２とい

うのはすでにいろいろと言われていることですけれども、必要であったと、しかし、あまり

はっきりとしなかったことでその幼保小中の連絡会等の設置、運営の部分ですけれども、こ

れを今回、全体をまとめた形ででてきたので、具体的にどういう格好にするのかその辺りは

しっかりと議論してやらなければならない。 

○松原会長 

 特に今まででは、発達障害を念頭においていたのでしょうか。必ずしも、発達障害だけで

はないと思いますが、事務局お願いします。 

○事務局 

 このつながりをスムーズにする必要があるというご意見ですとか、幼保小中高、大学まで

の連携が必要であるというご意見であるとか、あるいは交流が必要とか、幼小中の連携が必

要との意見がございましたので、それらを総括しまして、「連絡会の設置運営」という言葉に

変えさせていただいております。 

○松原会長    

私の質問はそうではなくて、連絡のある時の対象となる案件が、人なのか、子どもなのか、

そのあたりの議論はどのような脈絡で出ていましたかという質問なのですが。 

○事務局     
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 発達障害の子どもを念頭に置いたという意見ではございませんでした。 

○松原会長    

 それも含めて固めた方がいいだろうというご意見でしたね。わかりました。はい、何か他

に抜けているとか、付け足すことをどんどんおっしゃって下さい。 

○塚本委員    

 保育所の現状のところで、今、中学生が「トライやるウィーク」で来ているのですが、そ

の「何があるか」という現状のところに入ると思います。あとはむっくむっくルームが、「現

状」のどこに入るかわからないので、教えていただきたいのですけども、主体として、在宅

なのか、地域なのか、あるいはまた別に行政側とかそういう主体なのかなと思うのですけれ

ど、どのように考えたらよろしいかと思いまして。 

○松原会長    

 まず、「トライやるウィーク」は入りますね。 

○事務局     

 入れていきたいと思います。現状については元々、資料１１、このようなところに入って

いるものもございましたので、充分書ききれないということで、入れていないものもござい

ます。また、きららホールや、子育て支援センターの中にもむっくむっくルームがございま

すし、すずはら幼稚園におけるすずはらむっくむっくルームは、幼稚園が在宅に対してなに

ができるかというところにも入ると思われます。さらに、この４月から人権啓発センターの

中にも、「ひだまりひろば」ができておりますし、５月からは、こども文化科学館でもむっく

むっくルームが１つできております。いたるところで在宅の子どもさんに来ていただけるよ

うな「ひろば」ができておりますので、現状のところには入れきれておりませんが、本日、

ご意見がございましたので、もう少し入れていきたいと思います。 

○松原会長    

 あくまでもきちっと委員の皆さんのご意見を落とし込んでいって、そこから結局、どうし

たらいいのか、さらに形を取ろうというのがこの主旨で、実際、行われているものを落とし

込んでいくと、皆さんがおっしゃったご意見と混同することになってしまいますので、事務

方の配慮から、空白をあえて置いているということです。実際、落とし込んでいくとたくさ

んでてきて、どれが委員の意見か、どれがそうではないのかわからなくなってしまうので、

こういう措置を行いました。その他いかがでしょうか。 

○原田(賀)委員   

 何ができるかというところで、在宅のところで地域がみんなの広場を開設することは、現

在、行っているところなんですね。それらを地域でやっていることと、もちろん子どものつ

ながりもそうですし、こんにちは赤ちゃん事業も地域でやり、子育てサークルの育成も各自

治会等でやっていただいているし、人材育成もやっています。何ができるかということより

も、今現在やっている地域の部分にたくさん入っていくと思います。 

「小中の交流事業」となっておりますけど、補導員や保護司とか、自治会長さんであると

か、みんなで補導等の話し合う部分もすでにできあがっていると思いますが。 

○事務局 
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 どんどん現状の方に挙げさせていただきまして、この欄には「現状事業の継続的な発展」

というような言葉に変えさせていただいてもよろしいでしょうか。ご指摘いただきました、

すでに現状にあるというようなことを、こんにちは赤ちゃん事業をはじめ、どんどん挙げて

いきまして、その代わりに「現状事業の継続的発展」という言葉でここを表明させていただ

きたいと思います。 

○原田(智)委員   

 このようなサークル活動や、人材育成のためのものや、自治会でやっていることなどこう

いうものではなくて、ここからもれた人達、まったく、そういうところに関心がない人たち、

関心があっても入りきれていない人達をどうするのか。公園で親と子だけが遊んでいるよう

な会であるとか、そのような人達をどのように救っていくのかというところも「何ができる

か」という部分に入るかと思います。 

○松原会長    

 これは、本当は市民としてサービスを使われたらいいのに、それをご存知ないということ

で参加されてないとか、そういう方たちをどのようにサービスがありますよと発信してお誘

いできるか、そういうことですよね。 

○国家委員    

 私の記憶があまり確かではないのですが、数年前に新聞に紹介されておりました西宮市の

公立保育所の方達が公園とか広場に出かけて行って、そこで、自然に集まっておられる小さ

いお子さんと子どものお母さん達に、紙芝居や手遊びとか、そのような出前保育を地域の広

場とか、公園でされているというのを５・６年前に新聞で見たのですが、そういうふうにち

ょっと地域の人達だけではなくて、少し専門的な方が入られたそういう試みをすると、本当

に初めて来たお母さん達、子どもさんなんかも、参加しやすいのではないかと思いました。

それから、これはすでになさっていることかもしれませんが、新聞で目にしたことなのです

が、子どもさんは成長が早いですから、着られなくなった服とか、育児用品、例えばバギー

とか、いらなくなったおもちゃとかそのような、おもちゃの交換会をボランティアの方達が

立ち上げられていたので、環境とかゴミとかそういうものを含めて、そういう試みもどこか

でされたらうれしいなと思います。 

○戸江委員    

 今、おっしゃった出前保育ですね、実際、具体的にいろいろなところで行われているよう

でして、今、保育所は地域に、在宅の子ども達に対する支援、あるいは親子支援、そういっ

た形も保育所の役割であるようになっていまして、積極的にやっているところはやっていま

す。このつながりで、先ほども原田委員から、網の目にかからない、もしかしたら、家で孤

立しているかもしれない、せいぜい子どもを連れて公園に行くだけだと、いうような子ども

が実際にはいるわけで、保育所の保育士を派遣するようなシステムを公立でできるのではな

いかと考えたり、派遣保育士のシステムをつくらなければならないような時代になっている

のではないかと思います。結局、それが虐待等をストップさせるような機能になるかもしれ

ませんし、保健師や看護士は訪問したりするのですが、保育士による家庭派遣なんかも考え

ていいのではないでしょうか。前に芝野先生がおっしゃったことで、この資料１１の一番下
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になるのですが、幼保小中の連絡会、協議会なのですが、確かに子どもの育ちを全部見てお

りましたら、保から中、あるいは高、そして中高大というのもあるのですが、具体的な連絡

会とか、幼稚園、保育所、小学校、いわゆる具体的な接続とか、子どもの育ちをしっかり見

るためのそういうスムーズな接続などを考えておりましたら、具体的には実際に連絡会や協

議会とかができる、あるいはしなければならないのは幼保小の３つだと思います。学校教育

関係でしたら、幼小中、小中は学校教育関係で連携や、つながりとかありますよね。 

小さな子どもの育ちから考えてみましたら、中学校は置いておいて、具体的な連絡会、協議

会等の設置を具体的な動きを出していく場合は、基本的には幼保小の３つが基本になるでは

ないかと思うのですが。 

○松原会長 

 一通り伺ってから、みなさんが共有されている課題について、より深めていきたいと思い

ます。 

○中野委員    

 話が戻るかもしれませんが、私自身、認定こども園について、ぜんぜん認識がなかったこ

とを改めて思い知りました。こんなに認定こども園の施設が少なくて、伊丹では西伊丹幼稚

園だけなので、０歳から５歳の子ども達が親の就労に関わらず、受け入れてもらえるという

言葉のわりには私立幼稚園ですので、金銭的な面もかなり関わってきますでしょうし、これ

ではなかなか認定こども園にすべての子ども達が受け入れてもらえるということは、ちょっ

と難しいのではないかという印象が残りました。 

幼稚園や保育所にあがるまでのことで、感じていることなんですけども、まず、赤ちゃんの

いるお母さん達に保健師さんとか、その方達が在宅に回ってこられるというお話を聞いてい

たのですが、私自身、１回も訪問されたことがございません。そのようなことを待っておら

れるお母さん達もたぶんいらっしゃると思うのです。とても小さい赤ちゃんがいるお母さん

はなかなか外にも出られませんので、専門の方に訪問していただいて、いろいろ教えていた

だくということが、とても心丈夫なのです。その時に、何ヶ月になったら、このような集ま

りがあるなどの情報や、子どもを育てていく上で、何歳になったらこうなるから、あまり人

と比べなくてもいいわよとか、具体的なことを教えていただける機会があれば、初めて子ど

もを産んだお母さんにとってはとても受け入れやすいのですね。それから前もどちらかの委

員会でお話がありましたが、いろいろな健診がありますので、健診の時にそのようなパンフ

レットを配って、今の子どもの年齢に合わせた集まりとかの情報をパンフレットだけではな

くて、このようなことがありますよと保健師さん自身から口添えしていただいたり、お話の

中で言っていただけるということが、今、自分の子ども達を育てるにあたって、一番興味の

あることだと思いますので、その時々の子どもによって、発信していただきたいですし、そ

れを待っていると思います。 

○萬束委員 

 前回出席していないので、冒頭でお聞きしたいことがあるのですが、資料１２の今現在、

認定こども園の一覧表のところで、先ほどの委員の方と逆行するかもしれませんが、全国９

４施設の中で兵庫県はダントツで多いような気がしますね。そのダントツという言葉がいい
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かどうかわかりませんが、この中に多いということの中で、私どもが理解をしておけばいい

ような、例えば兵庫県の背景であるとか、あるいは兵庫県の保育協定、教育方針に関する特

徴があって、原因があってこのようになっていて、あるいはそれが伊丹市にも流れてきてい

るものかどうか、ちょっとそこの辺、認識不足なので、よかったら教えていただきたいと思

うのですが。よろしくお願いします。 

○松原会長    

 なぜ兵庫県が多いのか。何か理由があるのでしょうか。 

○事務局     

 兵庫県は都市部と過疎部と山間部があるかと思いますが、ひとつは合併したような町、市

におきまして、できるタイプと幼稚園児が非常に減少している地域、幼稚園の園児が非常に

遠い所に行かなければならないようなところは保育所型で短時間の幼稚園児を預かるような

ところが、認定を受けられたと思いますし、都市部においてのこの８園というのは、非常に

特徴的かと思うのですけれども、元々、預かり保育をされています私立幼稚園は、３・４・

５歳を従来から預かっておられて、満３歳児の２歳の子どもさんも預かっておられた。それ

が兵庫県の認定の基準に合致したのだろうと思います。元々０・１・２歳を対象に認定こど

も園は進んでいるのかなと、認識しておりましたけれども、現段階での認定された１年目の

段階では、実態はそうではなく、満３歳になる２歳児がいる園を兵庫県が認定されたのだろ

うと思います。全国的にはそのような私立幼稚園がたくさんあろうかと思いますけれど、兵

庫県は元々そのような施設が４園あったものに追加の８園を足して１２園になっております

ので、特にこのような形の私立幼稚園を都市部において認定されたことにより、多くなって

いると思うのですが、県の補助があるということもひとつの理由であるかもしれません。兵

庫県がつくっております県の補助というのが全国的にあるのかないのか、ちょっと今の段階

では調査していないのですが、兵庫県は１／４の部分を補助しているということもひとつ特

徴です。 

○松原会長    

 どの都道府県も力を入れてますけれども、兵庫県も去年から力を入れて、人口減少時代を

迎えて、各自治体が自分達のサバイバルをかけて少子化対策に取り組んでいます。少子化対

策というのは大きな企業誘致、あるいは財政の健全化とともに、特に大きな政治的な課題に

なっておりますので、その脈絡でできるだけ、何でもやっていこうという県政の大きなひと

つのスタンスであるかと思います。 

今まで伺っていますと、２つぐらいがもう少し、議論を深めた方がいい案件ではないかとお

聞きしました。ひとつは原田委員も一番最初におっしゃったように、在宅の人達の参加をど

のように促進していくか。そのためにいろいろなサービスにアクセスできるように、まず、

情報発信も含めアクセスを可能にしていって、孤立化を避ける、場合によっては虐待に結び

つくケースを未然に防ぐということ、それから今の議論でありましたのはやはり、在宅の人

達が受けるサービスが幼稚園や保育所に比べたら少ない。市民の公平性という視点からする

と、在宅の人達が公平にサービスを受けることができるいうことは重要ではないかというご

指摘が何回かの会でも発言がありました。在宅のお子さん、お母さん、お父さんがサービス
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へ参加し、促進することがひとつの課題かと思います。具体的に健診の機会を利用するとか、

あるいは派遣保育士として考えたらどうかということがありましたが、もちろん、今はこん

にちは赤ちゃん事業がありますので、これを単発ではなく、どんなふうにつなげていくかも

課題になるかと思います。それから保健師の訪問とか、在宅の方とのコンタクトは健診以外

に伊丹市ではどんな機会があるのでしょうか。教えていただきたい。 

○事務局     

 新生児のことにつきましては、今日は来ておりませんが、健康福祉課が新生児訪問という

事業をやっております。それは母子健康手帳を発行してから、ずっと継続的に妊娠期間中か

ら出産後まで継続的に関わっている訳ですが、その中に「保健師による家庭訪問を望む方は」

ということで、ハガキが入っておりまして、それを役所の方に送れば、保健師が訪問すると

いう新生児訪問事業があります。 

○松原会長    

 年間、何件ぐらいがご要望をされているのでしょうか。つまり、ご要望ない方がそのまま

もれてしまうということになっているのではないしょうか。 

○事務局     

 担当課長ではないので申し訳ないのですが。やはり希望者ということで、全件ではないと

思います。それでよろしいでしょうか。 

先ほど、会長も今後、こんにちは赤ちゃん事業がどのように展開されるかということにかか

ってくるのではないかと。確かにこんにちは赤ちゃん事業はローラー作戦でございまして、

民生児童委員が訪問して、うまくお会いできて、コミュニケーションが取れれば、そこはほ

とんど問題がないかと。訪問拒否であるとか、認めていないとか、それらをピックアップす

る中で、市の方で１８年度、伊丹市要保護児童支援ネットワーク、これは児童福祉法第２５

条に基づく、地域協議会に事務局がありますので、そこに訪問がうまくいかなかったことが、

挙がっています。そこにつきましては、新生児訪問事業で、希望者がなくても、ちょっとリ

スクがあるという方については、保健師の訪問につなげることも可能ですし、さらには子育

て支援課でやっております育児支援家庭訪問事業、単親家庭であるとか、お母さんがメンタ

ルな病気で充分に子育てができないとか、そういうことについてはヘルパーを派遣するとか、

あるいはヘルパー派遣までもいかなくても、お母さんの心理的なサポートをしていく意味で

は家庭児童相談員や保護司相談員とかの訪問も可能ですし、電話とか来庁によって、様々な

場面でサポートしていけるのではないかと思います。またそれらを、先ほどから出ておりま

す、むっくむっくルームであるとか、ひろば事業につなげていくことによって、原田委員の

発言からありました自ら出て来れない家庭につきましては、そういう形で拾い出していくこ

とで、かなりの成果が期待できるのではないかなと思っております。 

○松原会長    

 そのようなアクセスをしない方は、両極端なのでしょうね。うまくいっていて、サービス

がいらないのか、いるんだけども、そちらに行けない事情や、何か抵抗があるのでしょう。

このような時にはこんなサービスがありますと簡単な市民用のパンフレットか何かないので

しょうか。子育て中の親に対して。 

 - 14 - 



○事務局     

 市民に的確に情報提供をすることは非常に大事なことでして、ひとつは市でオリエンテー

ション事業をやっております。これは出生届を出された時に、子育て情報誌、あるいは子育

て情報ブックなどをお渡ししています。そこでもれる場合もありますので、次には４ヶ月検

診とか、様々な機会で、赤ちゃんセットの中に情報提供を入れるをことをしておりますし、

今度まもなく始まります「こんにちは赤ちゃん事業」でも育児情報誌をやはり同じようにご

家庭に届ける。そのような努力は必要だと思います。 

○松原会長 

 小児科とかスーパー、コンビニに置かしてもらえたら、一番いいのでしょうけれど。在宅

の方のサービスへの参加、促進がひとつと、もうひとつは連絡会ということの大きく２つに

ついて議論を深めていただきたいことと、在宅の参加促進で何か他にご意見がありましたら

どうぞ。 

○塚本委員    

 この場に在宅子育ての代表の方がいらっしゃったらいいのですが、この場ではいらっしゃ

らないので、具体的にどんなニーズやどんなことをしてほしいのか、してほしいことがある

のかないのか。関心の度合いですよね。関心があるのかないのか、別に関心がないという人

もいるでしょうし、そのような対象になる方の様子とかがわからないので、これまで市の取

り組みの中で、ニーズとか聞き出すという取組があったのかどうかを教えていただきたいこ

とが 1 つと、今後「こんにちは赤ちゃん事業」で、新しく始められるのであれば、その時は

新たにどんなことをしてほしいのか、その方はどのような手助けがほしいのか、ニーズを把

握する大きなチャンスだと思うので、そのニーズを活かしていくことによって、コミュニケ

ーションが高まるのではないかとそのように思います。 

○事務局 

 塚本委員からの１件目のご質問なのですが、平成１９年度の事業といたしまして、「子育て

応援マップ」というものを作成することになっております。市内の公私立の保育所、在宅の

方、公立の幼稚園、公立の現在小学校１年生の保護者を対象に、子育て応援マップを作成す

るにあたり、地域の口コミ情報であるとか、あるいは今どんな情報が欲しいですか、という

ようなアンケートを取らせていただいております。小学校１年生と幼稚園はまだ、回収でき

ていない状況なのですが、現在在宅の方と保育所の回収状況を見ていますと、やはり外出す

る時にベビーカーを押して入れるようなレストランや、食事ができるところ、あるいは自分

の家のすぐ近くにあるような公園や、遊び場などの情報や、子どもが病気にかかった時に自

分の家の近くにどんな病院があるかといった情報が欲しいということでした。また、先ほど

からありますように情報の発信部分で、自分達の欲しい情報をすぐに取り出せる方法は何か

ないのか、そういったご意見をこのアンケートの中でもいただいております。それらの情報

を先ほど中野委員からも、年齢ごとに応じた情報が欲しいというご意見がありましたが、こ

の子育て応援マップは、就学前のお子さんとその保護者を対象にした遊び場の情報マップと

小児科の病院情報が載っているマップです。現在ワーキングを設置して、在宅の方も含めた

ニーズの調査を行い、情報を収集しながら作成している状態になっております。２点目のご
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質問なのですが、塚本委員がおっしゃっているとおり、こんにちは赤ちゃん事業では、各家

庭に行くだけではなくて、お話を聞くこともメインになっておりますので、その辺は子育て

支援課で、民生児童委員さんとお話を進めていると伺っております。以上です。 

○松原会長    

 原田委員、先ほどの「こんにちは赤ちゃん事業」で、民生委員さんがどんな形で吸収され

たり、集約されたりして役所に返すのかの一例を示していただけるとありがたいのですが。 

○原田(賀)委員 

 市役所の方から、４ヶ月までのお子さんがいる家庭に、民生児童相談員が訪問する前に、

何かお困りの事はありませんかという葉書を郵送しまして、その案内の訪問カードには「ハ

イ、イイエ」で答えるいろいろな質問が書いてありまして、その答えによって、民生児童相

談員がここまで相談事に入りきれないと思ったときには、保健師や子育て支援課につないで

いき、また主任児童相談員と共に１ケ月毎に集計をして、その集計をもとにお祝い品などを

持って訪問します。その中で困ったことがあればお話を伺い、いろいろな本をお配りするな

どして、行政や保健師などいろいろな方に要請なりをつないでいくという状況です。 

○松原会長 

 それから、在宅の方のご意見等を伊丹市で調査していただいて、その一環で芝野委員から

ご紹介いただけることがございましたら。特徴的なことでも。 

○芝野委員 

次世代育成の行動計画をつくるに際して、かなり大規模の調査を実施しています。それに

基づいて、今日のこのまとめの一番最初のより身近な場所で活用できるような、いろいろな

居場所の空間であるとか、相談できる方とかが欲しいということが出ておりました。さらに

その情報についても、情報が欲しいということがすごく強い意見として出ていた訳ですけれ

ども、それがどのようなルートを通じて情報を知りたいのか。はっきりしないのですが、そ

ういう意味では多様なメディアでもって、情報提供をしていく。将来的にはおそらく、ＩＴ

を活用される方が増えてくるであろうと思っていますけれども、多様な形でそのようなもの

を利用できるところですね。それから自分に代わって、ここにコーディネートと書いており

ますけれども、ニーズを把握して、支援につないでくれる人、そういうことも知ってほしい、

というニーズもありますので、この辺りは今のオリエンテーション事業というものをもう少

し、積極的な形でできるようなしくみを作れるかどうか。 

○松原会長 

 はい、ありがとうございました。もうひとつの皆さんがおっしゃった連絡会ですね。特に

戸江委員は就学前の子どもと小学校の連絡会的なものが必要であろうということでしたが、

実際はどのようなメンバーで、何をそこで連絡なり、議論したらいいかというイメージをお

持ちでしょうか。 

○戸江委員 

 今、特に幼稚園や保育所の就学前の子ども達と小学校の子ども達に段差があって、小学校

に入ってもなかなか適応しにくいことなどもありますし、就学前後の子ども達の育ちを考え

る時に、僕はいつも現場の先生方とよく話をするのですが、幼小というのは学校関係で連携
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が緊密にできるんですけども、保育所は小学校と連携をうまく取ろうと思っても、保育所か

らはあちこちの小学校に行きますので、全ての小学校とはなかなか連携しにくい。それでも、

保育所の方でも非常に苦労されて、小学校と保育所の先生同士でお互い来てもらったり、事

業の展開をしているんですけども、意外に同じ３・４・５歳の子どもがいるにも関わらず、

幼稚園と保育所との連携が最も少ないです。非常に不思議なことなのですが。前にも話はあ

りましたが、お互いの文化が違うとかいろいろなことがありましたけれども、保育所は保育

指針という保育所のガイドブックがありますけれども、現在保育指針の改定作業が進められ

ておりまして、同時に幼稚園教育要領も改定作業が進められており、保育所の保育指針は単

なる今までの参考資料だったのですが、次の改定において、幼稚園教育要領と同じ、厚生労

働大臣の告示の形を取ることで確定してきています。そうなりますと幼稚園と保育所の教育

要領と保育指針が同じものとして法律のような形で整備されてくると言われています。将来、

幼保一体化や認定こども園もある程度、今後、見据えて考えないといけないと思いますが、

その前にまず、幼稚園と保育所の先生が、合同勉強会とか研修会とか、場合によっては、こ

のようなことはなかなか難しいのですが、高砂市が数十年前からやっているのですが、採用

時は幼稚園と保育所の先生を一緒に採用し、状況に応じて、保育所に採用されたり、幼稚園

の方に行ったり、それがまた何年かしたら、幼稚園に行っている先生が保育所へ、保育所の

先生が幼稚園へというのがあるのです。このような人事交流なんかも相当大胆だとは思いま

すが、今後考えるひとつの課題になるのではないかと思われます。いずれにしましても就学

前後の子どもの育ちというものを大切にしていくためにも、保育所と幼稚園の先生の合同研

修会ですとか、単なる連絡ではなくて、子どもの交流活動も含めまして、小学校が生活科の

時間を活かして、実際の交流をしているところもありますので、まず、先生同士が一緒にい

ろいろなことを話し合い、子どもの育ちを共に考えていく、先生同士の合同の学習会や勉強

会が一番、まずやらなければならないことなのかなと思います。 

○松原会長 

はい、ありがとうございました。 

○塚本委員 

 今の戸江委員のお話で、幼小の連携はそこそこできているのではないかとおっしゃってい

ましたけども、それは学校教育審議会ではどのようになるかわかりませんが、伊丹市の公立

幼稚園を１７園から１４園に統合してはどうかとそのような意見が出ております。地域のコ

ミュニティ、これまでは１小学校区に１つの幼稚園とそのような密な連携があったのですが、

それは元々あったところがなくなってしまえば、そこをどううめるのかというフォローが必

要になってくるかと思いますし、地域としてもコミュニティが再構築されなくてはならない

となってきますので、そういう点で伊丹市においては、統廃合という問題もありますので、

目を配る必要があるのではないかと思っています。 

○松原会長 

 いかがでしょうか。中尾委員、先ほどの幼保小のことで何かありませんか。 

○中尾委員 

 実際、自分の幼稚園ではないのですが、市内では夏季休業中を利用して、保育所の方に幼

 - 17 - 



稚園の先生が勤務するということもありますし、保育所の先生が幼稚園の方に勤務するとい

うことも行われています。すごい、少ない人数ですけれども。 

○松原会長 

体験を深めるのに、何の意味があるのですか？ 

○中尾委員    

 保育所の将来のことも考えてのことだと思いますが、私はそれがすごく良いことだと思い

ます。 

就学前の教育をお互い学び合うということで・・・。 

○松原会長  

幼保一元化ということですか？ 

○中尾委員 

そこまではちょっと私はわかりませんけれども。先ほど幼小の連携というのもそんなに簡

単なものではなくて、なかなか難しい状態です。ですから、各幼稚園と小学校が独自にお互

いに取り組むということは難しくて、このような連絡協議会を一律にする方ができやすいの

でないかと思います。小学校の先生の中でも、「自分の受け持った子どもが幼稚園時代にどの

ような生活をしていたか。」と言って下さる先生がおられます。すごいことだと思います。ま

た一方で、「そんなことは別によくて、小学校からがスタートですから。」とおっしゃる先生

もいらっしゃいます。小学校の先生もいろいろで、私は幼稚園に入る前はどんな生活をして

いたのか、すごく興味がありますから、保護者にいろいろなことをお聞きします。小学校の

一部の先生はそういう意味では、それまでの生活に興味がないのかなと、関心がないのかな

と思うのですが、そのような先生もいらっしゃるという現状です。 

○国家委員    

 先ほどありました、今日の資料の中で安東幼保園もスタートするまでに５年ほどかけて、

研究会とか交流をされて、そのようなお互いのもっと中に入った研修とか体験とかも考えて

いく必要があるではないかなと思いますし、それから外国の話を参考にできるかどうかわか

りませんけれども、外国では国によって、幼稚園の先生になるためには小学校免許も持って

いなければならないとか、小学校の免許を持っていないと幼稚園の先生になれなないとか、

そのようなつながりもありますから、これはちょっとやそっとでは変わらないと思いますけ

れども、幼保小も職員同士の研究や交流とか、もちろん子どもさんの行ったり来たりとか、

どこかの幼稚園ではおやりになっているかわかりませんが、入学を控える頃になったら、給

食の体験とか、そのような形で小学校をイメージできやすいようにとか、そんなことも少し

考えていけるのではないかと思います。 

○萬束委員    

 皆様方のご意見にも多々出てきているのですが、戸江委員が先ほどおっしゃって下さいま

した幼稚園の教育要領と今回、書いておられる保育所の保育指針の位置付けが、同格になる

関係からそうなんですけれども、現在、保育園関係者として言えることは、ここの望ましい

ことに書かれているのですが、子どもの豊かな経験のために何ができるかということ、具体

的な進め方の中できちんとした形での連携が望まれるということが盛り込まれているのです

 - 18 - 



が、そのことが今一番、現実味が必要であって、それぞれの委員の先生方もそれぞれの現場

でだいぶわかっていらっしゃるとは思いますが、現在、幼稚園と保育園はもちろん管轄が違

っておりますので、連絡や連携をし合う、きちっとした形の接点がない状態ですね。これを

きちっと組織化なり、現実のものにしていかないとこの文書が浮いてしまうというか、現実

になれないようなことを皆さんのご意見を聞きながら、痛感しておりました。活性化してい

けばいいということなのですが、この活性化するためには双方の連携が必要であって、連携

をするためには接点というものがないといけないし、その接点を作るためには幼稚園と保育

園の担当課が違うと思いますが、どのような形で答えを出して、導いてくれるか、これらの

一番大きなポイントのように感じます。戸江委員の発言の中にもありましたように、出前保

育が西宮でされているという話がありましたけれども、今現在、それが果たして続いている

のかどうかがとても関心があります。もし、続いていないとするならば、それは何か問題で

何が現状で続かなかったのか、あるいはそれが現在も続いている、発展している事業ならば、

どういうところが発展や継続するポイントか。と言いますのも保育園も幼稚園も同じだと思

いますが、現状の中で出前保育をする人員が果たして、現状の運営でできているかどうか。

あるいはそれに対して、市が応援してくれるかどうかということも出てくると思います。 

○松原会長 

 他にご意見はございませんか。かなり意見が出尽くしたと思いますが、逆に何を深めてい

かなければならないか、たまたま、今日は２つほど、皆さんのご意見を伺いながら、ひとつ

次に向けての課題かと思ったのが、先ほど申し上げました在宅の参加促進、これにせよ、幼

保小の連絡なり連携なり、事例を挙げてもらって、その具体的にやっているのは何のために

やっているのか、どういう効果や目標を持っているのか、ということで先進事例を挙げても

らって、このような目的をやるためにはこのような連絡が必要であるとか、このような子ど

ものケースがあるから、こういう人たちに集まってもらって連絡を取り合っているとか、具

体的な話をしてみて、そして伊丹に必要なものはどれなのか、というお話をしていく方がい

いと思いますが、それにはちょっと具体的な事例なり、何が接点になりうるか、そもそも接

点は必要ではないと考える人もいるかもしれないけど、逆に接点が必要だという時には何の

ため接点が必要なのかという理屈づけも必要かと思いますので、それに向けて事務局は大変

ですけれども、そういう整理、事例なり収集を、情報を集めていただけますか。そして、ま

たこの審議会にかけるということで、だいたい概ね皆さんから伺ったご意見で宿題も増えて

きましたので、あるいはまたそれについて詳しくはこのようなことがより必要ではないかと

お気づきの点はメールなりＦＡＸなりで事務局の方に、各委員から今日は思いつかなかった

けど、このようなものがあるよというものをお持ちでしたら事務局の方にご一報いただきた

いと思います。皆さんから次に向けて、これをして欲しいとか、もう少しデータが欲しいと

いうことがありましたらどうぞ。 

私から事務局にお願いしたのですが、母子健康手帳の配布の時に相手のメールを聞いて、市

から一斉配信ができるということができないのですかね、サービスみたいなものを今後、情

報を携帯電話とかで。 

○事務局 
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  予算的な問題などで無理ではないでしょうか。 

○松原会長 

予算的に無理ですか。 

○塚本委員    

 市の方で不審者情報とかを配信しているものがありますよね。そのようなものを携帯で今、

配信できているのかどうか知りませんが、そういった形で子育ての情報が必要な方にはその

ような情報を配信すればよいのではないでしょうか。 

○松原会長    

 活字離れが進んでいますからね、けっこうメールなんかの方が情報には接しやすいかもし

れません。先ほどの不審者情報も含めて、どのようなツールの活用が検討をされているかど

うか、可能性としてあるかということをご紹介いただければと、お願いします。他にいかが

ですか。 

○芝野委員    

 幼保小の連携ということで、これはどんどん進めていっていただいてもいいのですが、中

高大はぜんぜん活躍する場がないのかなと、ちょっとさみしく思います。高校生が子ども達、

特に幼児に接する機会を持つことは、将来の親をつくっていく時に非常に重要になることも

あります。今大学ではゆとり教育を体験した学生達が入ってきて、ちょっと大変な状況にな

っているのです。その辺り、我々もぜんぜん準備ができていなかったものですから、少しそ

のような情報が欲しいと。そのような意味ではゆるやかなネットワークを幼保小中高大でで

きないものかな。それをネットワークとか連携とか言ってしまうとギブ、テイクと続くので、

ちょっとしんどい部分もありますが、ギブだけでもテイクだけでもいいと思うのです。そう

するとコンソーシアムという今、流行りの言葉がありますけれども、ゆるやかにそれぞれ自

分の個性を活かしながら、しかし何となくつながっているという、そういう連絡会みたいな

ものを、大学の話をするのもなんですけれども、そういう形で地域に貢献できないものかな

と、いうことを今、一生懸命、搾取しています。大学は広域になりますので、いつも市とか

町や村とかに関わってくるという利点もありまして、そういうことも考えられると思います。

その辺りを考えてみようではないかと我々も思っております。 

○塚本委員    

 個人的な興味で芝野委員に質問になるのですが、大学ではゆとり教育を経験してきた学生

さんが大変だと、それはどのように捉えられているのか。今、教育改革ということで、学習

内容を増やされておりますが、これまでのゆとり教育がどうだったのか、一般市民にとって

は少し興味があるところなので、どういう状態なのか教えて下さい。 

○芝野委員    

 １つは学力、もう１つはマナーです。我々が大学生として期待しているもの、例えば最初

に基礎ゼミなどで学生に対してオリエンテーションをするのですが、自分から考えて勉強し

なさいよということを言うわけですが、それではまったく理解できないという人達がかなり

おります。そこはもっと時間をかけたらいいと思うんですけど、我々はそれに充分、時間を

かけるだけの余裕がないのです。そうすると大学へ入ってくるまでに、何かしましょうとい
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う取り組み、入学前の何かということを考えているのです。ということは高校から大学への

連携がなかなか難しい状況でして、一方、飛び級がどんどん進んできておりまして、高校２

年生からいきなり大学に入ってもいいのではないかということを我々は検討しております。

たぶん、すると思うのですが、大学から大学院への飛び級というのはあるんですね、どこで

もやっておりますが。高校２年生から大学生になるのを積極的にやっていきましょうという

ときに、そういうことを考えていて、そういうこともできる人もいれば、そうでないという

人もいるし、なかなか足並みが揃わない。たくさんの問題があります。 

○松原会長    

 では事務局から次回に向けての日程をお願いします。 

○事務局     

 次回の第４回の合同部会につきましては６月下旬から７月当初に決めさせていただきたい

と思いますが、いずれの日も、どなたもご都合が悪いということもございまして、もう一度

できるだけ早い時期にお知らせをさせていただきたいと思います。 

○松原会長 

一両日中に調整していただけますか？ 

○事務局 

はい。 

それから会長の方からもございましたが、事務局の方にご意見がございましたら、６月１

１日の月曜日ぐらいまでに次の資料作成の関係もありますので、ご意見等ございましたら、

遠慮なくお申しつけいただけますでしょうか。また、参考資料等のことにつきましても、ご

要望いただきましたらご用意させていただきたいと思います。以上です。ありがとうござい

ました。 

○松原会長    

皆さん、ご協力ありがとうございました。閉会いたします。 
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